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3月の税務と労務3月 （弥生）MARCH
20日・春分の日

国　税／ 令和元年分所得税の確定申
告 2月16日～3月16日

国　税／ 個人の青色申告の承認申請
 3月16日

国　税／ 贈与税の申告 
 2月1日～3月16日

国　税／ 2月分源泉所得税の納付 
 3月10日

国　税／ 個人事業者の令和元年分消
費税の確定申告 3月31日

国　税／ 1月決算法人の確定申告（法
人税・消費税等） 3月31日

国　税／ 7月決算法人の中間申告 
 3月31日

国　税／ 4月、7月、10月決算法人の消
費税の中間申告（年3回の場
合） 3月31日

地方税／ 個人の都道府県民税、市町
村民税、事業税（事業所税）
の申告 3月16日

　配偶者が相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた場
合、終身又は一定期間、その建物に無償で居住することができる
権利。配偶者の安定した生活の保護などを目的に4月1日以後の相
続からスタートする制度で、遺産分割や被相続人からの遺贈等に
よって配偶者が取得します。



３月号─2

　

副
業
・
兼
業
の
希
望
者
は
、
年
々

増
加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

副
業
・
兼
業
を
行
う
理
由
は
、「
自

分
が
や
り
た
い
仕
事
」、「
ス
キ
ル
ア

ッ
プ
」、「
資
格
の
活
用
」、「
十
分
な

収
入
の
確
保
」
な
ど
様
々
で
あ
り
、

ま
た
副
業
・
兼
業
の
形
態
も
、
正
社

員
、
パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
、
会
社

役
員
、
起
業
に
よ
る
自
営
業
主
等
い

ろ
い
ろ
で
す
。

　

今
回
は
、
企
業
や
働
く
方
が
現
行

法
令
の
下
で
ど
の
よ
う
な
事
項
に
留

意
す
べ
き
か
を
ま
と
め
た
「
副
業
・

兼
業
の
促
進
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
」（
平
成
三
十
年
一
月
・
厚
生
労

働
省
）
に
基
づ
き
、
国
が
促
進
し
て

い
る
副
業
・
兼
業
の
概
要
と
留
意
点

を
説
明
し
ま
す
。

一
　
副
業
・
兼
業
の
現
状

㈠
　
企
業
内
の
制
度

　

副
業
・
兼
業
を
認
め
て
い
な
い
企

業
は
約
八
五
％
、
推
進
し
て
い
な
い

が
容
認
し
て
い
る
企
業
は
約
一
五
％

で
、
企
業
側
が
副
業
・
兼
業
を
認
め

る
に
あ
た
っ
て
の
課
題
・
懸
念
点
と

し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す

（
複
数
回
答
。
上
位
五
つ
）。

・　

本
業
が
お
ろ
そ
か
に
な
ら
な
け

れ
ば
認
め
る
（
約
六
割
）

・　

情
報
漏
え
い
の
リ
ス
ク
が
な
け

れ
ば
認
め
る
（
約
六
割
）

・　

競
業
、
利
益
相
反
で
な
け
れ
ば

認
め
る
（
五
割
）

・　

長
時
間
労
働
に
つ
な
が
ら
な
け

れ
ば
認
め
る
（
約
四
割
）

・　

労
務
・
労
働
時
間
管
理
上
の
不

安
が
解
消
さ
れ
れ
ば
認
め
る
（
約

三
割
）

㈡
　
裁
判
例

　

裁
判
例
で
は
、「
労
働
者
が
労
働

時
間
以
外
の
時
間
を
ど
の
よ
う
に
利

用
す
る
か
は
、
基
本
的
に
は
労
働
者

の
自
由
」
で
あ
り
、
各
企
業
に
お
い

て
そ
れ
を
制
限
す
る
こ
と
が
許
さ
れ

る
の
は
、
次
の
よ
う
な
場
合
と
考
え

ら
れ
て
い
ま
す
。

・
労
務
提
供
上
の
支
障
と
な
る
場
合

・
企
業
秘
密
が
漏
洩
す
る
場
合

・
企
業
の
名
誉
、
信
用
を
損
な
う
行

為
や
信
頼
関
係
を
破
壊
す
る
行
為

が
あ
る
場
合

・
競
業
に
よ
り
企
業
の
利
益
を
害
す

る
場
合

　

副
業
・
兼
業
に
関
す
る
具
体
的
な

事
例
を
い
く
つ
か
ご
紹
介
し
ま
す
。

○　

運
送
会
社
が
、
準
社
員
か
ら
の

ア
ル
バ
イ
ト
許
可
申
請
を
四
度
に

わ
た
っ
て
不
許
可
に
し
た
こ
と
に

つ
い
て
、
後
二
回
に
つ
い
て
は
不

許
可
の
理
由
は
な
く
、
不
法
行
為

に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求
が
一
部

認
容
（
慰
謝
料
の
み
）
さ
れ
た
。

○　

教
授
が
無
許
可
で
語
学
学
校
講

師
等
の
業
務
に
従
事
し
、
講
義
を

休
講
し
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
行

わ
れ
た
懲
戒
解
雇
に
つ
い
て
、
副

業
は
夜
間
や
休
日
に
行
わ
れ
て
お

り
、
本
業
へ
の
支
障
は
認
め
ら
れ

ず
、
解
雇
無
効
と
し
た
。

○　

運
送
会
社
の
運
転
手
が
年
に

一
、二
回
の
貨
物
運
送
の
ア
ル
バ

イ
ト
を
し
た
こ
と
を
理
由
と
す
る

解
雇
に
関
し
て
、
職
務
専
念
義
務

の
違
反
や
信
頼
関
係
を
破
壊
し
た

と
ま
で
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
た

め
、
解
雇
無
効
と
し
た
。

○　

毎
日
六
時
間
に
わ
た
る
キ
ャ
バ

レ
ー
で
の
無
断
就
労
を
理
由
と
す

る
解
雇
に
つ
い
て
、
兼
業
は
深
夜

に
及
ぶ
も
の
で
あ
っ
て
余
暇
利
用

の
ア
ル
バ
イ
ト
の
域
を
超
え
る
も

の
で
あ
り
、
社
会
通
念
上
、
会
社

へ
の
労
務
の
誠
実
な
提
供
に
何
ら

か
の
支
障
を
来
す
蓋
然
性
が
高
い

こ
と
か
ら
、
解
雇
有
効
と
し
た
。

○　

会
社
の
管
理
職
に
あ
る
従
業
員

が
、
直
接
経
営
に
は
関
与
し
て
い

な
い
が
競
業
他
社
の
取
締
役
へ
の

就
任
は
、
懲
戒
解
雇
事
由
に
該
当

す
る
た
め
、
解
雇
有
効
と
し
た
。

二
　
副
業
・
兼
業
の
促
進
の
方
向
性

　

次
に
、
副
業
・
兼
業
に
つ
い
て
労

働
者
と
企
業
そ
れ
ぞ
れ
の
メ
リ
ッ
ト

と
留
意
点
に
触
れ
ま
す
。

㈠
　
労
働
者

①　

メ
リ
ッ
ト

・　

離
職
せ
ず
と
も
別
の
仕
事
に
就

く
こ
と
が
可
能
と
な
り
、
ス
キ
ル

や
経
験
を
得
る
こ
と
で
、
労
働
者

が
主
体
的
に
キ
ャ
リ
ア
を
形
成
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

・　

本
業
の
所
得
を
活
か
し
て
、
自

分
が
や
り
た
い
こ
と
に
挑
戦
で

き
、
自
己
実
現
を
追
求
で
き
る
。

・　

所
得
が
増
加
す
る
。

・　

本
業
を
続
け
つ
つ
、
よ
り
リ
ス

ク
の
小
さ
い
形
で
将
来
の
起
業
や

転
職
に
向
け
た
準
備
、
試
行
が
で

　
副
業
・
兼
業
の

　
　
促
進
と
留
意
点
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き
る
。

②　

留
意
点

・　

就
業
時
間
が
長
く
な
る
可
能
性

が
あ
る
た
め
、
労
働
者
自
身
に
よ

る
就
業
時
間
や
健
康
の
管
理
も
一

定
程
度
必
要
で
あ
る
。

・　

職
務
専
念
義
務
、
秘
密
保
持
義

務
、
競
業
避
止
義
務
を
意
識
す
る

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

・　

一
週
間
の
所
定
労
働
時
間
が
短

い
業
務
を
複
数
行
う
場
合
に
は
、

雇
用
保
険
等
の
適
用
が
な
い
場
合

が
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

㈡
　
企
業

①　

メ
リ
ッ
ト

・　

労
働
者
が
社
内
で
は
得
ら
れ
な

い
知
識
、
ス
キ
ル
を
獲
得
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

・　

労
働
者
の
自
律
性
、
自
主
性
を

促
す
こ
と
が
で
き
る
。

・　

優
秀
な
人
材
の
獲
得
、
流
出
の

防
止
に
よ
り
競
争
力
が
向
上
す

る
。

・　

社
外
か
ら
新
た
な
知
識
・
情
報

や
人
脈
を
得
る
こ
と
で
、
事
業
機

会
の
拡
大
に
つ
な
が
る
。

②　

留
意
点

　

必
要
な
就
業
時
間
の
把
握
・
管
理

や
健
康
管
理
へ
の
対
応
、
職
務
専
念

義
務
、
秘
密
保
持
義
務
、
競
業
避
止

義
務
を
ど
う
確
保
す
る
か
と
い
う
懸

念
へ
の
対
応
が
必
要
で
あ
る
。

三
　
企
業
の
対
応

①　

副
業
・
兼
業
の
容
認

　

企
業
の
対
応
に
関
し
、
ガ
イ
ド
ラ

イ
ン
で
は
「
裁
判
例
を
踏
ま
え
れ

ば
、
原
則
、
副
業
・
兼
業
を
認
め
る

方
向
と
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ

る
。」
と
し
て
い
ま
す
。

　

副
業
・
兼
業
を
禁
止
、
一
律
許
可

制
に
し
て
い
る
企
業
は
、
副
業
・
兼

業
が
自
社
で
の
業
務
に
支
障
を
も
た

ら
す
も
の
か
ど
う
か
を
今
一
度
精
査

し
た
上
で
、
そ
の
よ
う
な
事
情
が
な

け
れ
ば
、
労
働
時
間
以
外
の
時
間
に

つ
い
て
は
、
労
働
者
の
希
望
に
応
じ

て
、
原
則
、
副
業
・
兼
業
を
認
め
る

方
向
で
検
討
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
実
際
に
副
業
・

兼
業
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
は
、
労

働
者
と
企
業
双
方
が
納
得
感
を
持
っ

て
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
労

働
者
と
十
分
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
と
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

②　

申
請
・
届
出

　

副
業
・
兼
業
を
認
め
る
場
合
、
労

務
提
供
上
の
支
障
や
企
業
秘
密
の
漏

洩
等
が
な
い
か
、
長
時
間
労
働
を
招

く
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
か
確
認
す

る
観
点
か
ら
、
副
業
・
兼
業
の
内
容

等
を
労
働
者
に
申
請
・
届
出
さ
せ
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
労

働
時
間
や
健
康
の
状
態
を
把
握
す
る

た
め
に
も
、
申
請
・
届
出
さ
せ
る
こ

と
が
望
ま
し
い
で
し
ょ
う
。

③　

労
働
時
間
の
通
算

　

労
働
者
が
、
自
社
、
副
業
・
兼
業

先
の
両
方
で
雇
用
さ
れ
て
い
る
場
合

に
は
、
労
働
時
間
に
関
す
る
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
通
算
す
る
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
り

ま
す
（
労
働
基
準
法
三
十
八
条
）。

　

通
算
し
た
労
働
時
間
が
、
法
定
労

働
時
間
を
超
え
る
場
合
は
、
原
則
と

し
て
、
法
定
労
働
時
間
を
超
え
て
使

用
し
た
事
業
主
が
割
増
賃
金
を
支
払

う
義
務
が
生
じ
ま
す
。

　

具
体
的
な
事
例
は
、
厚
生
労
働
省

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
副
業
・
兼
業
に
つ

い
て
の
「
Q
＆
A
」
と
し
て
掲
載
さ

れ
て
い
る
解
説
を
ご
参
照
下
さ
い
。

④　

健
康
管
理

　

副
業
・
兼
業
を
推
奨
し
て
い
る
場

合
に
は
、
副
業
・
兼
業
先
の
状
況
も

踏
ま
え
て
健
康
確
保
措
置
を
実
施
す

る
こ
と
が
適
当
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

⑤　

就
業
規
則

　

副
業
・
兼
業
を
認
め
る
こ
と
と
す

る
場
合
の
就
業
規
則
の
規
定
例
を
掲

げ
ま
す
。

第
○
条　

労
働
者
は
、
勤
務
時
間
外

に
お
い
て
、
他
の
会
社
等
の
業
務

に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2　

労
働
者
は
、
前
項
の
業
務
に
従

事
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
事
前

に
、
会
社
に
所
定
の
届
出
を
行
う

も
の
と
す
る
。

3　

第
一
項
の
業
務
に
従
事
す
る
こ

と
に
よ
り
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
会
社

は
、
こ
れ
を
禁
止
又
は
制
限
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

①　

労
務
提
供
上
の
支
障
が
あ
る

場
合

②　

企
業
秘
密
が
漏
洩
す
る
場
合

③　

会
社
の
名
誉
や
信
用
を
損
な

う
行
為
や
、
信
頼
関
係
を
破
壊

す
る
行
為
が
あ
る
場
合

④　

競
業
に
よ
り
、
企
業
の
利
益

を
害
す
る
場
合

　

副
業
・
兼
業
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

は
、
現
行
の
法
令
や
解
釈
を
ま
と
め

た
も
の
で
あ
り
、
制
度
的
課
題
（
労

働
時
間
・
健
康
管
理
、
労
災
保
険
、

雇
用
保
険
、
社
会
保
険
）
の
検
討
が

引
き
続
き
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

制
度
導
入
後
に
お
い
て
も
、
そ
れ

ら
に
関
す
る
動
向
に
留
意
し
な
が
ら

運
用
を
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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　労働安全衛生法において、事業者は各種
の報告書を所轄労働基準監督署に対して提
出することが義務付けられています。
　令和元年12月より、この報告書の作成
をインターネット上の「入力支援サービス」
を用いて行うことができるようになりまし
た。
※　「安全衛生　入力支援」と入力し、検
索することができます。

１　サービスの機能
　このサービスは、事業者が労働安全衛生
法関係の届出・申請等の帳票を作成・印刷
する際に、事業者（帳票作成者）の利便性
の向上を図ることなどを目的として開発さ
れたもので、次の機能があります。
①　誤入力・未入力に対するエラーメッセ
ージの表示

②　書類の添付漏れに対する注意喚起

③　自身のパソコン上に保存した過去のデ
ータを用いた入力の簡素化等

２　対象となる帳票
①　総括安全衛生管理者・安全管理者・衛
生管理者・産業医選任報告
②　定期健康診断結果報告書
③　心理的な負担の程度を把握するための
検査結果等報告書
④　労働者死傷病報告（休業4日以上）
３　注意点
　このサービスは、申請や届出をオンライ
ン化するものではないため、作成した帳票
は、印刷し、所轄の労働基準監督署に提出
をする必要があります。また、入力した情
報はインターネット上には保存されません
ので、次回以降に活用する場合は、ご自身
のパソコンに保存する必要があります。
　提出時は出力した書類のほか、添付書類
を要するものがあります。添付書類につい
ての問い合わせ窓口は、所轄労働基準監督
署です。

インターネット上で作成する 
労働安全衛生関係の報告書類

　国民年金制度には、「失業等による特例
免除」の制度が設けられています。
　次の書類を用意して手続きを行います。
⑴　雇用保険の被保険者であった方
　　雇用保険受給資格者証の写しまたは雇
用保険被保険者離職票等の写し

⑵　事業廃止（廃業）・休止届出をした方
①　厚生労働省が実施する総合支援資金貸
付の貸付決定通知書の写し及びその申請
時の添付書類の写し
②　履歴事項全部証明書・閉鎖事項全部証
明書
③　税務署等への異動届出書、個人事業の
開廃業等届出書または事業廃止届出書の
写し（税務署等の受付印のあるもの。）
④　保健所への廃止届出書の控（受付印の
あるもの。）
⑤　その他、公的機関が交付する証明書等
であって失業の事実が確認できる書類
※　②から⑤までは、別途、失業の状態
にあることの申立てが必要です。

失業中の国民年金保険料免除　
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